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２ 計画策定の根拠及び位置づけ 

（１）法定根拠 

本計画は、老人福祉法第20条の8第1項に基づく「高齢者保健福祉計画」及び介

護保険法第117条に基づく「介護保険事業計画」に位置づけられます。 

 

（２）岡山市における計画上の位置付け 

岡山市政の基本指針である「岡山市第六次総合計画（長期構想）」では、３つ

の将来都市像の一つとして「全国に誇る傑出した安心を築く『健康福祉・環境都

市』」を掲げ、都市づくりの基本方向の一つとして、「住み慣れた地域で安心し

て暮らせる健康・福祉のまちづくり」を定めています。 

本計画は、その実現に向けた高齢者福祉施策の個別計画として、上位計画であ

る、地域共生社会推進計画（地域福祉計画）をはじめとする関連計画との整合性

を保ちながら策定します。 

図 計画の位置づけ 
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第１章 計画策定にあたって 
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３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、平成30（2018）年度から平成32(2020)年度までの3年間で

す。計画期間の最終年度である平成32（2020）年度中には、市民ニーズや社会動

向の変化を把握しながら、第7期計画の取組状況について点検し、必要な見直しを

行い、平成33（2021）年から平成35（2023）年までを期間とする第8期計画を策定

します。 

図 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※第2期計画までは、3年毎に5年を1期として策定 

 
 

４ 計画策定の体制 

本計画は、学識経験者及び保健・医療・福祉関係者等で構成された岡山市保健

福祉政策審議会における協議結果を踏まえて策定しました。 

また、関係団体や市民意見を反映させるため次の取組を実施しました。 

（１）関係者ヒアリング 

関係団体の意見を直接聴き、その実態を踏まえた上で計画を策定するために、

保健福祉政策審議会において、ヒアリングを行いました。 

（２）実態調査の実施 

計画の策定にあたっては、地域に居住する高齢者の実態・課題等を把握するた

めに、「岡山市高齢者実態調査」と「特別養護老人ホーム待機状況調査」を実施

しました。 

（３）パブリックコメントの実施 

計画素案に対して、市民からの幅広い意見を反映させるためにパブリックコメ

ントを実施しました（意見募集期間 平成29年12月1日から平成30年1月10日まで）。 
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